
小規模山地災害対策促進事業事務取扱要領 

 

　（趣旨） 

第１　小規模山地災害対策促進事業の事務取扱については，補助金等交付規則（昭和５１年宮

城県規則第３６号。以下「規則」という。）小規模山地災害対策促進事業補助金交付要綱（平

成９年３月１９日付け森保第７６１号水産林業部長通知。以下「要綱」という。）及び経済

商工観光部，農政部及び水産林政部補助事業確認調査要綱（平成３１年４月１日付け施行。

以下「調査要綱」という。）に定めるもののほか，この要領の定めるところによる。 

 

　（事業計画） 

第２　市町村長（以下「事業実施主体」という。）は，本事業の実施に当たっては，当該事業

に係る実施年度における事業計画書を作成し，別に定める期日までに別記様式第１号により，

知事に協議するものとする。 

２　知事は，前項の規定により事業実施主体から協議があったときは，その内容を審査の上，

承認の可否について決定するものとし，その結果を速やかに事業実施主体に通知するものと

する。 

３　事業実施主体は，前項２により承認された本事業の計画内容を変更する必要が生じ，以下

のいずれかに該当する場合は，別記様式第２号により知事に協議し，その承認を受けるもの

とする。 

　(1) 治山ダム，護岸工，流路工及び水路工の新設又は廃止 

　(2) 山腹基礎工（簡易な施設を除く。）の新設又は廃止及び山腹緑化工の施工面積が５０％

を超える増減（ただし，当初の施工面積が０．１ヘクタール以上のものに限る。） 

 

　（技術的基準の適用） 

第３　本事業に係る技術的な設計基準は「治山技術基準」（昭和４６年３月２７日付け４６林

野治第６４８号林野庁長官通達）を適用するものとし，適切に設計するものとする。 

 

　（実施設計書） 

第４　事業実施主体は，事業に係る工事の予定価格の算出根拠として事業費を積算した設計書

を作成するものとする。 

 

（交付決定前着手） 

第５  本事業の着手は，原則として規則第６条に規定する交付金の交付決定後に行なうものと

する。ただし，事業実施主体は，やむを得ない事由により交付決定前に本事業に着手する必

要がある場合は，別記様式第３号により，あらかじめその旨を具体的に明記し，知事に届け

出るものとする。 

 

　（事業の着手） 

第６　事業実施主体は，事業に着手したときは，要綱第５に基づき，別記様式第４号により知



事に届け出るものとする。ただし，第５に基づく交付決定前着手を届け出た場合は，この限

りではない。 

 

（繰越事業に係る年度内の完了） 

第７　事業実施主体は，要綱第４に規定する繰越の承認を受けた場合は，当該承認を受けた事

業に係る年度内完了分について，その状況を別記様式第５号により知事に届け出るものとす

る。 

 

　（工事の完成） 

第８　実施主体は，当該事業に係る工事の完成について，別記様式第６号により知事に届け出

るものとする。ただし，交付要綱第７の規定による実績報告書を提出した場合は，この限り

でない。 

 

　（確認調査の実施） 

第９  所長は，事業実施主体から実績報告書等の提出を受けた場合は，調査要綱に基づき確認

調査を速やかに実施し，確認調査復命書の写しを実績報告書等に添えて知事に提出するもの

とする。 

２　所長は，調査要綱第２第１項及び第３項の規定による履行調査を行った場合は，別記様式

第７に記載する。 

なお，当該年度の完了を確認するために実施する履行調査は当該年度内に実施するものと

する。 

３　調査要綱第５に規定する確認調査項目は，別記様式第７号の確認調査書の各項目とする。 

 

　（施設の維持管理） 

第１０　事業実施主体は，事業により設置した治山施設については，民有林補助治山事業実施

要領（昭和４７年１１月２７日付け４８林野治第２２３５号林野庁長官通達）に基づく治山

台帳を作成し，保管するものとし，治山事業施行地の適正な機能の確保に努めるものとする。 

２　治山台帳その他必要な事項については，県が別に定めるものとする。 

 

（書類の提出部数及び経由） 

第１１  この要領により提出する書類は，原則として当該事業を所轄する所長を経由するもの

とし，その提出部数は２部とする。 

 

 

　　　附　則 

１　この要領は，平成９年４月１日から施行し，平成９年度予算に係る補助金に適用する。 

２　小規模山地災害対策促進事業事務取扱要領（昭和６０年４月１５日施行）は，廃止する。 

      附　則 

１　この要領は，平成１６年７月１日から施行し，平成１６年度予算に係る補助金に適用する。 



２　この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当

該補助金にも適用するものとする。 

      附　則 

１　この要領は，平成２０年４月１日から施行し，平成２０年度予算に係る補助金に適用する。 

２　この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当

該補助金にも適用するものとする。 

      附　則 

１　この要領は，平成２０年６月１日から施行し，平成２０年度予算に係る補助金に適用する。 

２　この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当

該補助金にも適用するものとする。 

      附　則 

１　この要領は，平成３１年４月１日から施行し，平成３１年度予算に係る補助金に適用する。 

２　この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当

該補助金にも適用するものとする。 

      附　則 

１　この要領は，令和３年９月２日から施行し，令和３年度予算に係る補助金に適用する。 

２　この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当

該補助金にも適用するものとする。 

附　則 

１　この要領は，令和５年４月３日から施行する。 

２　この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当

 該補助金にも適用する。


